
船舶事故調査報告書 

令和６年２月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年１０月２４日 ０５時３８分ごろ 

発生場所 北海道函館市函館漁港南西方沖 

 函館漁港西防波堤灯台から真方位２２９°１.１海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯４１°４５.７′ 東経１４０°４０.７′） 

事故の概要 貨物船 OCEAN STAR7 は、錨泊中、また、漁船白
はく

龍
りゅう

丸は、東北東進

中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和４年１０月２５日、主管調査官（函館事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 OCEAN STAR7（パナマ共和国）、２,９９６トン 

   ８５８６９８３（ＩＭＯ番号）、WIN STAR SHIPPING CO.,LTD 

Ｂ 漁船 白龍丸、９.７トン 

   ＨＫ２－２２９８９（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（中華人民共和国籍）、免状不詳 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷船首部に破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

日出時刻：０５時５９分ごろ 常用薄明開始時刻：０５時３１分ごろ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか１３人が乗り組み、函館漁港南西方沖で、船首

を西方に向け、航海士及び甲板員１人が守錨当直に当たって錨泊中、

左舷船首部とＢ船の左舷船首部とが衝突した。 

 Ａ船のＡＩＳデータによれば、Ａ船は、０５時３５分５９秒から同

時３７分５９秒までの間で、船首が約１６度左方に振れ回っており、

船首位置が南南西方に約２２ｍ、船位（ＧＰＳアンテナ設置位置）が

西北西方に約１０ｍ、それぞれ変位していた。 

Ｂ船は、船長Ｂほか２人が乗り組み、水揚げの目的で、函館港へ向

け、０.７５Ｍレンジ及び３Ｍレンジとしたレーダー２台を作動さ

せ、約８ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で北東進して

いた。 

船長Ｂは、錨泊中のＡ船を認め、レーダー画面上のＡ船のエコート

レイルを見てＡ船が動き出したと思い込み、Ａ船の船首方を通過する

のは危険と判断して右転し、東北東進させた。 

船長Ｂは、約８kn の速力で東北東進を続けていたところ、Ｂ船がＡ



船に衝突した。 

分析 Ａ船は、船首を西方に向けて錨泊中、Ｂ船が約８kn の速力で東北東

進中、船長Ｂが、レーダー画面上のＡ船のエコートレイルを見て錨泊

中のＡ船が動き出したと思い込み、同じ針路及び速力で航行を続けた

ことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、常用薄明時、Ａ船が船首を西方に向けて錨泊中、Ｂ船が

約８kn の速力で東北東進中、船長Ｂが、レーダー画面上のＡ船のエコ

ートレイルを見て錨泊中のＡ船が動き出したと思い込み、同じ針路及

び速力で航行を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・小型船舶の船長は、前路に錨泊船を認めた場合、錨泊船に接近す

ることなく、安全な航過距離を保って航行すること。 

 


